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八峰町教育員会 

（公印省略） 

 

 

町内小・中学校臨時休校に伴う放課後児童クラブ利用の利用について 

 

この度の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う国からの要請により、八峰町

内の小中学校は３月２日（月）より春休みまで臨時休校とするにしました。 

 これにより、放課後児童クラブの利用について下記のとおり取決めしたので、

ご協力方よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

○極力感染防止をする意味合いから、児童の皆さんは出来るだけ自宅で過ごし

ていただくこと。 

 

○保護者の都合により、どうしても児童クラブを利用する場合は、原則１年生

から３年生まですること。 

 

＜３/２（月）追加連絡＞ 

① 原則「1年生から 3年生まで」としていましたが、「高学年でも，保護者の 

仕事の都合上、どうしても必要のある場合」はご相談ください。 

② その際は、事前に「放課後児童クラブに直接電話連絡を」をしてくださ

い。 

  

○開所期間及び時間は、３月２日（月）から３月１９日（木）までの月曜日から

土曜日まで。時間は、午前８時から午後６時３０分までとする。（春休み以降

は、別途通知します。） 

 

○開所場所は、これまでどおり八森小学校児童クラブ及び峰浜児童クラブとす

る。 


